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令和８年度第１回尾鷲市地域公共交通活性化協議会 

会 議 次 第 

 

日 時：令和８年５月２８日（木） 

１４：３０～１５：４０ 

場 所：尾鷲市役所 ３階 第三委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約改正について 

 

４ 令和７年度決算報告について 

 

５ 令和８年度補正予算（第１号）について 

 

６ 令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画について 

 

７ 尾鷲市コミュニティバスにおける６５歳以上等の運賃無料化につい

て 

 

８ その他 

 

９ 閉会 
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○令和８年度第１回尾鷲市地域公共交通活性化協議会 出席者名簿 

役 職 名 氏  名 団体名 備考 

会   長 下村 新吾 尾鷲市副市長  

副 会 長 榎本 富男 尾鷲市区長会会長  

座   長 豊福 裕二 三重大学人文学部教授  

監   事 
宮本 泰成 尾鷲市自治会連合会会長  

大西 正隆 老人クラブ連合会会長 欠席 

委   員 蛭子 真良 尾鷲市区長会副会長  

 堀口 時彦 三重交通株式会社 南紀営業所長  

 田中 英司 
一般社団法人三重県タクシー協会 尾鷲支部長 

株式会社クリスタルタクシー代表取締役 
 

 小井 章裕 三交南紀交通労働組合書記長  

 森 慶之 
国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

首席運輸企画専門官 
 

 村上 敦 尾鷲警察署交通課長  

 山下 健康 三重県地域連携・交通部交通政策課長 
代理 三重県地域連携・交通部 

交通政策課係長 荒木 健晴 

 北川 真一 
国土交通省中部地方整備局 

紀勢国道事務所計画課長 
 

 浅野 覚 三重県尾鷲建設事務所長 
代理 三重県尾鷲建設事務所 

事業推進室長 白澤 芳弘 

※下線は新たに就任した委員 

 

○オブザーバー 

    三重交通株式会社 自家用営業部 服部 克史 

 

○事務局 

  尾鷲市市長公室 

    室長     濵田 一多朗 

    主幹兼係長  柳瀬 誠 

    主事     鳥飼 真宏 
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開会：午後２時３０分 

１ 開会 

（濵田事務局長） 

皆さん、こんにちは。 

 大変お忙しいなか、第１回尾鷲市地域公共交通活性化協議会にご出席いただき、誠にあり

がとうございます。 

定刻となりましたので、ただ今から、第１回尾鷲市地域公共交通活性化協議会を開会させ

ていただきますが、４月からの組織・機構の見直し及び人事異動により課の体制も変わって

おりますので、ご紹介とご挨拶をさせていただきます。 

私は、４月から人事異動により、商工観光課長から市長公室長となりました濵田一多朗で

す。よろしくお願いします。 

３年前までは、６年間政策調整課に配属となっておりましたので、その間、課長補佐兼企

画調整係長として２年間公共交通にも関わらせていただいておりました。 

役職としての立場は変わりましたが、皆ざまからのご意見を頂戴いたしながら、本市にと

ってより良い公共交通のあり方を検討してまいりますので、１年間よろしくお願いします。 

まず、組織・機構の見直しにつきましては、課名が昨年度までの「政策調整課」から「市

長公室」に変更となっております。 

また、担当となります企画調整係の職員もすべて４月で移動となっております。新たに市

長公室主幹兼企画調整係長として柳瀬誠、係員として鳥飼真宏が配属となっております。 

 

それでは、会議資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議資料といたしまして、｢会議次第｣、「委員名簿」、「配席図」、「会計監査報告書

の写し」、「資料１ 尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約の一部改正新旧対照表」、「資料２ 

令和７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算報告書」、「資料３ 令和８年度 尾鷲市

地域公共交通活性化協議会 補正予算書案（第１号）」、｢資料４ 令和９年度尾鷲市地域公共

交通確保維持事業計画｣、「資料５ ６５歳以上等のコミュニティバス無料化」、「資料６ 地

域公共交通確保維持改善事業の二次評価について」となります。 

これらの資料について、不足等がございましたら、事務局までお申し付けくださいますよ

うお願いいたします。 

本日の会議ですが、ただ今の出席者は１３名であります。 

尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約第８条第１項の規定により、委員の半数以上の出

席がありますので、会議が成立していることを報告させていただきます。 

申し訳ございませんが、会議の進行上、携帯電話等はマナーモード等の設定をお願いし

ます。 

なお、本協議会につきましては、尾鷲市地域公共交通活性化協議会会議運営規程第２条第

１項の規定に基づき、「原則公開」となっており、同条第９条の規定に基づき会議の傍聴も
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可能となっております。 

 

 

２ 会長挨拶 

（濵田事務局長） 

それでは、開会にあたりまして、本協議会の会長である副市長下村からご挨拶申し上げま

す。 

 

（下村会長） 

皆さんこんにちは。 

本協議会の会長をさせていただいております、尾鷲市副市長の下村でございます。 

本日はお忙しいところ尾鷲市地域公共交通活性化協議会にお集まりいただきありがとうご

ざいます。 

本日の会議は令和８年度の最初の会議ということで、新たな委員として、 

尾鷲市区長会副会長 蛭子 真良（えびす まさよし）様、三重県地域連携・交通部交通

政策課長 山下 健康（やました たけやす）様、本日は代理で 係長の荒木 健晴（あら

き たけはる）様にご出席いただきました。また、本年度より新たに任期をむかえることと

なりますが、委員の皆様には引き続き委員に就任いただきましたことに御礼申しあげます。 

なお、座長には、三重大学教授の豊福先生に引き続きご就任賜りたく存じます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

先ほども申し上げましたが、本日の会議は本年度最初の会議となります。 

この協議会では、より多くの市民の皆さまに利用される公共交通を目指していくため、委員

の皆さまからの様々なご意見を頂きたいと考えております。 

先ほど、事務局より会議資料について説明がありましたが、本日は、本市の機構改革によ

る課名変更に伴う「尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約の一部改正」、「令和７年度決算報

告」、「令和８年度補正予算」、「令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画案」、「６５

歳以上等のコミュニティバス無料化」についてご審議いただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

なお、会議に先立ちまして、三重運輸支局様から「活発でよい議論ができる会議のために」

について、ご説明いただけるとのことですので、よろしくお願いいたします。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

三重運輸支局の森です。 

 昨年度に引き続き、今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 それでは、お手元に配布されています「活発で良い議論ができる会議のために。」こち

らの尾鷲市の公共交通会議がより良くなるために、それからどういった形で参加したらよ
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いのかということで紹介をさせていただきます。 

 １枚めくっていただけますでしょうか。バス輸送人員の推移というグラフがあるかと思

います。こちら１０年前に作った資料なんですけれども、今も民間バスの経営状況等大変

厳しい状況にあります。当時から人口減少ということもあって利用者は減っているんです

けれども、最近みなさまご承知の通り、運転する担い手も不足しているということで、な

かなか運転手が集まらないということでバスの本数を減らしたり、バスの路線自体が廃止

するような状況も地方を中心に起きている所です。ですので、バスはじめ、鉄道、タクシ

ー様々な公共交通ありますけども、地域が豊かに暮らすために、とても重要な存在となっ

ています。また、地域公共交通っていういのは通院、買い物、通学、通勤、観光というこ

とで、これがあることによって、一人ひとりが自立した生活を送れ、町に人を呼び込むこ

とができ、活気へとつながっております。公共交通が無くなってしまわないように、こち

らの会議で５年後、１０年後の公共交通を維持するために、皆さんでしっかり考えていく

ことが必要であります。 

 ３ページ、４ページ、横になっているものですね、こちら会議の参加者それぞれの役割

です。例えば住民代表の方でしたら、日頃から感じていること、利用する上での課題や困

ったことを伝えていただきまして、それぞれ専門的な立場で行政等出席していますので、

豊福先生も含め、この場でそういった疑問やアドバイスをいただけるかなというところ

で、みんなが話しやすい場づくりをしていただけたらと思います。 

 それから６ページ下に、学識経験者から「地域公共交通会議」をより良くするポイント

として２つございます。 

 １つ目が地域における公共交通の役割や将来を考えて議論しましょう、２つ目が、お互

いの立場を尊重し、議論をしましょうということです。細かい所は今この場ではお話しま

せんけれども、またお時間がある時にこちら読んでいただければと思います。 

 最後になりますけれど、各委員の皆さまにおかれましては、それぞれどういった役割で

こちらの会議に参加しているかということを確認していただいて、この尾鷲市の公共交通

がより良くなるために、積極的な議論をしていただければと思います。私からは以上で

す。 

 

（下村会長） 

ありがとうございました。 

それでは、尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約第５条第６項の規定により、座長の豊福

先生が本協議会の議長となることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（豊福座長） 

皆さんこんにちは。引き続き座長、議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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それでは、ただ今から令和８年度第１回尾鷲市地域公共交通活性化協議会を開会させて

いただきます。 

 

 

３ 尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約改正について 

（豊福座長） 

それでは、さっそくですが、議事の方に移らせていただきます。 

会議次第２まで終わりましたので、会議次第の３になりますが、「尾鷲市地域公共交通活

性化協議会規約改正について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局：鳥飼） 

資料１について、令和８年４月１日より組織改正がございまして、当課においては「政策

調整課」から「市長公室」に課名が変更になりました。 

これに伴い、「尾鷲市地域公共交通活性化協議会規約」第１０条第２項中の「政策調整課」

を「市長公室」に改めました。 

説明は以上になります。 

 

（豊福座長） 

名称の変更ということで特に問題ないかと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

 

４ 令和７年度決算報告について 

（豊福座長） 

それではつづきまして会議次第４になりますが、「令和７年度決算報告について」事務局

より説明をお願いいたします。 

 

（事務局：鳥飼） 

 それでは、｢令和７年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算｣について、説明させてい

ただきます。 

資料２｢令和７年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算報告書｣１ページをご覧下さ

い。 

歳入について、１款、分担金及び負担金、１項、負担金、１目、負担金につきましては、

予算額７４万６，０００円に対して、調定額・収入済額ともに、７４万６，０００円となっ

ており、その内訳は、尾鷲市からの負担金であります。 

２款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金につきまして、予算額６４万１，０００円に
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対して、調定額・収入済額ともに６４万２６９円となっております。これは、令和６年度の

繰越金であります。 

３款、諸収入、１項、預金利子、１目、預金利子につきましては、予算額１千円に対して、

調定額・収入済額ともに１，１００円でございました。 

同じく諸収入、２項、雑入、１目、雑入につきましては、予算額１千円に対しまして、収

入額はございませんでした。 

次に歳出について、１款、総務費、１項、総務管理費、１目、会議運営費につきましては、

予算額２１万９，０００円に対して、支出済額が１２万７，９６０円でございました。 

節ごとの支出済額としては、報酬が協議会委員報酬９万２，４００円、旅費が協議会委員

旅費 ３万５，５６０円となっております。 

次に、同じく総務管理費、２目、事務局費につきましては、予算額２万７，０００円に対

しまして、支出済額が２万５，７６０円でございました。 

役務費が４，０００円不足しており、不足額に関しては、同節の１０．需用費から流用を

行っております。 

節ごとの支出済額としては、役務費で郵送料及び手数料２万５，７６０円となっておりま

す。なお、流用の原因については、事前資料送付等により郵送料金に不足が生じたためでご

ざいます。 

 ２款、事業費、１項、事業推進費、１目、広報公聴費につきましては、予算額４９万２，

０００円に対しまして、支出済額が５万円でございました。 

節ごとの支出済額としては、負担金、補助金及び交付金で三重県地域公共交通協議会令和

７年度負担金（公共交通ネットワーク「見える化」事業）としまして５万円となっておりま

す。 

３款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目、償還金及び還付加算金につきまし

ては、予算額６４万１，０００円に対しまして、支出済額は６４万２６９円となっており、

これは、尾鷲市への負担金過年度返還金でございます。 

４款、予備費、１項、予備費、１目、予備費につきましては、予算額１万円に対しまして、

支出はございませんでした。 

この結果、歳入の収入済額４８４万９，３６９円から、歳出の支出済額８４万３，９８９

円を差し引いた４００万５，３８０円を令和８年度に繰越すものでございます。 

繰越額の内訳としましては、一般会計返還金が５４万３，３８０円、フィーダー補助金（尾

鷲市分）が３９万２，０００円、同じくフィーダー補助金（三重交通様分）が３０７万円と

なっております。 

フィーダー補助金につきましては、これまでは国土交通省より、尾鷲市、三重交通様に対

し直接交付されておりましたが、令和７年度より各団体に直接交付ではなく、本協議会を介

してそれぞれの団体に対し支出することになりました。 

なお、国からの補助金は令和７年度末には協議会に支払われておりましたが、令和７年度
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中に尾鷲市及び三重交通様にお支払いが行われていませんでしたので、決算上、令和８年度

への繰り越しとさせていただき、本協議会でお認めいただきましたら、速やかに支出させて

いただきます。 

｢令和７年度決算報告について｣の説明は以上です。 

 

（豊福座長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが。続いて監事を代表して宮本委員から、監査結果

について報告をお願いいたします。 

 

（宮本監事） 

令和７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会の決算書類を監査した結果、いずれも適正

に処理されており、相違ないものと認めます。 

 

（豊福座長） 

ありがとうございました。監査の結果は以上のとおりですが、これまでの説明に対して、

何かご質問やご意見等がございましたらご発言ください。 

 

（質疑なし） 

 

（豊福座長） 

特にございませんでしょうか。 

ではお諮りをさせていただきたいと思います。 

｢令和７年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算｣について、ご承認いただけますでし

ょうか。 

 

（異議なし） 

 

（豊福座長） 

ありがとうございます。 

｢令和７年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算｣については、原案のとおり承認い

たします。 

 

 

５ 令和８年度補正予算について 

（豊福座長） 

続きまして会議次第の５になります、｢令和８年度補正予算（第１号）｣について事務局よ
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り説明をお願いします。 

 

（事務局：鳥飼） 

それでは、「令和８年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会補正予算書（第１号）」につきま

してご説明いたします。 

本補正予算につきましては、先程、令和７年度の決算報告でご説明しましたとおり、繰

越額の確定に伴うものであります。 

資料３「令和８年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会補正予算書（第１号）」の１ページ

をご覧ください。 

歳入歳出それぞれ４００万５，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を２千５３８万円と

するものであります。 

５ページをご覧ください。 

まず、歳入でございますが、４款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金４００万５，０

００円の増額補正は、繰越額の確定により、４００万５，０００円を増額し、補正後の額

を４００万６，０００円とするものであります。 

６ページをご覧ください。 

次に、歳出でございます。 

２款、事業費、１項、事業推進費、１目、事業推進費３４６万２，０００円の増額補正は、

昨年度、国土交通省より交付されました、尾鷲市及び三重交通様分のフィーダー補助金によ

るものでございます。 

３款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目、償還金及び還付加算金５４万３，

０００円の増額補正は、令和７年度決算に伴う前年度清算金でございます。 

「令和８年度補正予算（第１号）」についての説明は以上です。 

 

（豊福座長） 

ただ今、事務局から説明いただきましたが、何かご質問等がございますでしょうか。 

 

（質疑） 

 

（豊福座長） 

特にございませんでしょうか。  

では、お諮りをさせていただきたいと思います。 

｢令和８年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会補正予算（第１号）｣について、ご承認いた

だけますでしょうか。 

 

（異議なし） 
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（豊福座長） 

ありがとうございます。 

では、｢令和８年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会補正予算（第１号）｣について、原案

のとおり承認いたします。 

 

 

６ 令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画について 

（豊福座長） 

続きまして、会議次第の６になります、「令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計

画」について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局：鳥飼） 

それでは、令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画についてご説明いたします。 

 今回ご承認を賜ろうとするこの計画は、令和９年度に国の補助金の交付を受けるために

必要なもので、補助対象期間を令和８年１０月から令和９年９月までとする計画です。 

こちらの資料につきましては、現在、三重運輸支局様に事前の確認を頂いておりますが、

この計画を本協議会においてご承認いただけましたら、６月中に国へ計画認定申請するも

のであります。 

それでは、資料４｢令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画｣の１ページをご覧

ください。 

こちらの表１は運行系統の概要となっております。 

２ページ目は尾鷲市地域の概要となっております。 

続いて３ページをご覧ください。 

１の地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性につきましては、令和４年３月に本協

議会にてご承認いただきました「尾鷲市地域公共交通計画」に則り、今後さらなる人口減少

が想定される本市において、現行の公共交通の課題を改善し、利便性が高く、持続可能な公

共交通体系を構築していくため、この事業に取り組むこと、そして現在運行しているふれあ

いバス「尾鷲地区」「須賀利地区」「九鬼・早田線」「北輪内線」「南輪内線」の５路線につい

て説明しています。 

また、本年１０月から高齢者等の移動支援及び公共交通の利用促進を目的として実施す

る、「６５歳以上等のコミュニティバス無料化」についても追記しております。 

次に、４ページをご覧ください。 

２の地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果につきましては、アンケートによる

利用者満足度について記載しております。 
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各路線それぞれのふれあいバス利用者に、満足、おおむね満足、普通、やや不満、不満の

５段階の評価をしてもらい、満足は５点、おおむね満足は４点、普通は３点、やや不満は２

点、不満は１点として、その平均を満足度としております。 

令和８年度に行いました数値としましては、九鬼・早田線が 3.54、北輪内線が 3.60、南

輪内線が 3.23、尾鷲地区が 3.82、須賀利地区が 3.91 で、5 路線の平均が 3.62 となってお

ります。 

九鬼・早田線と南輪内線につきましては、「待合環境の改善」、「運行本数の増加」、「６５

歳以上無料化の早期実現」の声が多くあり、昨年度よりも満足度が低くなっております。 

一方、北輪内線と尾鷲地区と須賀利地区につきましては、昨年度より満足度が高くなってお

ります。 

今回のアンケートにつきましては、公共交通が生活に必要不可欠な方々のご意見である

と重く受け止めております。 

また、各路線それぞれのふれあいバス利用者数として、令和６年度の実績が年間、４万９，

３３５人であり、令和８年度に平成２９年度と同等水準である、年間５万６，０００人を目

標値と設定しております。 

次に、５ページをご覧ください。 

各路線それぞれのふれあいバス収支率として、令和６年度の実績が１２．６％であり、令

和８年度に平成２９年度と同等水準である、２１.６％を目標値と設定しております。 

なお、令和７年度利用者数及び収支率における実績値が、目標値から乖離していること、

収支率につきましては、６５歳以上等の運賃無料化が影響することもあり、今後の目標値の

見直しが必要であると考えております。 

アンケート調査に関しましては、昨年の地域公共交通確保維持改善事業の１次評価にも

ありますように、利用者の生の声を聞く貴重な機会であると考えておりますので、今後も調

査を続け、動向について注視してまいります。 

同じく５ページですが、３の２の目標を達成するために行う事業及びその実施主体につ

きましては、６５歳以上ふれあいバス無料化に係る記載を追加しております。 

次に、６ページをご覧ください。 

４の地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予

定者となっており、以降９ページまで補助金交付要綱に従って記入する部分です。こちらに

つきましても、６５歳以上ふれあいバス無料化に係る記載を追加しております。 

１０ページ以降は、計画書に付随する資料となっております。 

１０ページから１３ページまでには、ふれあいバスの路線図、１４ページから１８ページ

までには、時刻表、１９ページから２５ページまでには、既存交通の整合性の資料として、

尾鷲市病院前での三重交通南紀特急バスとの接続や、尾鷲駅でのＪＲ列車との接続などを

示した資料となっております。 

２６ページでは、運送事業者の決定方法・経緯を、２７ページでは、委員名簿、最後２８
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ページでは、人口集中地区を示した地図となっております。 

以上が「令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画」の概要についての説明となり

ます。 

この計画を毎年６月末日に義務づけられている提出期限までに、国に提出したいと考え

ております。 

何卒よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いします。 

 

（豊福座長） 

ただいま、事務局のほうからご説明いただきましたが、これに関して、何かご質問やご意

見等がございますでしょうか。 

 

             （質疑） 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 三重交通堀口です。資料４ページで質問させていただきます。アンケート調査で上の表な

んですけれど、南輪内線が７年度から８年度の実績っていうことで、実績というのは８年度

はまだこれからだと思うんですけれど、この数字というは実績値に書いている数字は何を

示しているのでしょうか。 

 

（濵田事務局長） 

 ４月に乗車してアンケートを取った結果となっております。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 そうしますと、７年度から急激に満足度としては下がっているんですけれど、これは詳細

って分かるんですか。 

 

（濵田事務局長） 

 一番多いのがやはり、本数と待合環境を求めるものが、どの路線もそうなんですけれど、

やはり雨の日に屋根を作ってほしい。また、座る場所、ベンチが欲しいというご意見が、そ

れぞれの満足度が下がっている中では、結構その回答が多かったように思います。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 あと、それに比例というか、下の表の利用者数なんですけれど、こちらも南輪内線はかな

り減っているんですけれど、そういう意味があるのか、どうなんでしょう。 
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（濵田事務局長） 

 詳細を検討してみないと分かりませんけれども、やはり乗り継ぎ本数と、乗り継ぎがちょ

っと不便だというご意見とやっぱり本数というご意見があるので、従前２路線から３路線

になって便利になったのかなと思う反面、わりと評価につながってないかなと思っており

ます。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 私も表の見方を誤ってまして、質問してしまったんですけれど、上は７年度から８年度が

満足度が下がってて、６年度から７年度というのは満足度がかなり上がっているんですけ

ど、これはどうでしょうか。 

 

（濵田事務局長） 

 具体的にどうということは、回答はなかなか難しいんですけれど、回答される方の感覚と

いうか、回答によって大きく左右されるんじゃないかなとその時の。特に、アンケート調査

は全て乗っている人をチェックしているわけじゃなくて、調査時点で乗られた方のご意見、

なるべくそれが複数いろんな方々から聞けるようにとは何回か乗車はしているものの、そ

の中でもし偏るとなるとこういう意見のばらつきが出るのかなというのは思っております。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 はい。ありがとうございました。 

 

（豊福座長） 

 他いかがでしょうか。 

 

 私から 1つ伺ってもよろしいでしょうか。 

 この目標値にある収支率とか、利用者数ですね。この目標値は提出後に変更は可能なので

しょうか。 

 今回無料化することによって、収支率、利用者数、大きく変わるだろうというふうに私は

思うんですけれど、それを踏まえると、この目標の立て方はもう少し検討が必要じゃないの

かと思ってるんですが。国から補助を受ける時の要件として収支率とか色々あると思うん

ですけれど、無料化されると基本的には収支率が大幅に下がるのではないかと思うんです

が、補助金を仮想的に利用料金にみなすのかとか、そのあたり少し、国交省さんの方から補

足いただけるとありがたいなと思うんですけれど。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 バスの無料化ですけれども、２つ方法があると思ってまして、コミュニティバスですので、
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利用者からはお金をいただかないんですけれども、市が補填をする、それで、実際の収支率

は変わらないという考え方と、普通にバス事業者さんがいわゆる割引という形で、割引いて

補填はしない方法があるかと思いまして、この今年度の１０月からの無料化がどういった

やり方かというのは後ほどご説明いただけるかなと思うんですけれど、それによって利用

者をカウントする、しないという二つの考え方に分かれるのかなと思っております。 

 

（豊福座長） 

 それを踏まえて、ここの書き方も少し修正の余地はあるということで、考えてよろしいん

でしょうか。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 そうですね、この申請ですけれど、毎年、１０月から来年の９月までの運行に対する補助

を決定するための申請ということで、細かい所数字のところ修正等、生じればそれは会長一

任という形でご了解をいただけたらというふうに思っております。 

 

（豊福座長） 

ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

 

（濵田事務局長） 

先ほど収支率の話があったんですけれど、この際、お伺いしたい部分がありまして、従前

の三重交通さんへの指定管理料であったり、業務委託料というのは、運行経費から現状の運

賃収入を引いた額という形での支出になっております。そういう中で控除財源として運賃

収入を引いてますので、今回の無料化実施によっては、その控除する財源が少なくなるとい

うことなので、尾鷲市としては、その少なくなった分を、要は契約額の増加ということを今

回予算措置をして、その分を支出すると。なので、契約の見直し、指定管理の協定書の見直

しをすることによって、その減った控除分を上乗せした額を支出するという形でしようと

考えているんですが、そういう考え方に対して運輸局様、どうですか。それでよろしかった

ですか。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

やり方はその考え方で結構です。それに伴って豊福座長おっしゃられた収支率が下がる

ことも考えられるかと。 

 

（濵田事務局長） 

そうですね、損失補填という考え方ではなくて、そもそも控除されてた分が減るので、運

行経費を賄うだけの歳入が入ってないので、そこは市からの委託契約の業務委託料であっ
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たりとか、指定管理料という分を増額させるという形になるかなと思うんですけれど。契約

額を変える。指定管理料の支出額を変える。 

 言うなれば、そうですね、控除が減った分を、予算科目上は補填とかにはなっていないで

すけれど、業務委託費として挙げるという形に。減った分を上げているという形になるんで

すよね。控除財源が減るので、減った控除財源分を委託料としてオンをしていくという考え

方になります。というのは、例えば今、８，５００万という運行経費がかかっているんです

けれど、要は市の公共交通に係る支出額なんですが、実際そこには１，１００万位の控除を

引いた額なので、本来だと、８，５００万に１，１００万円を足した９，６００万が、公共

交通の運行経費にあたるんじゃないかなというふうに考えています。ということは、いま尾

鷲市の予算上は８，５００万なので、極論を言えば、それに１，１００万、今回半分なんで

すけれど、足した額を尾鷲市からお支払いさせていただいて、穴埋めするという形になるか

なと思います。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 単純に言ってしまうと収支率が落ちてしまうので、そこを、今回乗ってはいるものの実際

には運賃額としてはもらっていない、それを収支率の悪化としてすることがいいのか、今ま

でのとってきたデータの取り方と変わってしまうんで、そこは実際利用しているんだった

ら補填した分も含めて今までの計算でやるのもいいかと思いますし。 

 

（濵田事務局長） 

 おっしゃられる部分、例えば料金を全く無料にしたから把握しないかっていう形は後で

また説明させていただくんですが、２００円から６００円の料金帯に何人の方がこの無料

という形の制度を使って乗られたかっていうのは、三重交通さんの方でも切符を発行して

いただいて把握しますので、その中でどの路線がいくらの価格帯で何人乗ったのかという

のはきちんと把握していきますので、その辺で出すということは可能だと考えています。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 一つの考え方として、今まで通りのデータをとっていくんでしたら、令和８年度の１０月

からはこういった運賃無料化をしているということは表の欄外に備考的な形で書いていた

だくか、そこはそうして続けた方が利用者の推移としては今後も検証しやすいかなと思い

ます。 

 

（豊福座長） 

 基本的には実際の利用者が仮想的にどれくらい、それで収支率を出すという、そういう形

の方が継続して比較しやすいだろうってことですよね。 
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（三重運輸支局：森委員） 

 ですので、収支率だけじゃなく、おっしゃられた利用者数も同じなのかな。 

 

（豊福座長） 

 だとすると、逆に利用者数は増えるということを多分想定はされているので。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 そうですね、逆に無料化することによって利用者を増やすという施策だと思うので、無料

乗車券を使用した方をしっかり把握していくことが大切かなと思います。 

  

（豊福座長） 

他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは目標値のところは今後少し修正が入るかもしれないということをご了解いただ

いた上で、この原案についてお諮りさせていただきたいと思います。 

では、「令和９年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画」について、ご承認いただけま

すでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（豊福座長） 

ありがとうございました。 

「令和８年度尾鷲市地域公共交通確保維持事業計画」について、原案のとおり承認いたし

ます。 

 

 

７ 尾鷲市コミュニティバスにおける６５歳以上等の運賃無料化について 

（豊福座長） 

続きまして、会議次第の７、「尾鷲市コミュニティバスにおける６５歳以上等の運賃無料

化」について、事務局より説明をお願いします。 

 

（濵田事務局長） 

 それでは、資料５をご覧ください。 

１の目的です。 

 ６５歳以上の高齢者に対しコミュニティバス（ふれあいバス）の運賃無料化を実施するこ

とで、バスを利用した外出を促し、フレイルや要介護の予防につなげることで、健康寿命の

延伸を図るとともに、小学生以下の児童や障害者手帳等の交付を受けている者についても
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運賃無料化を行うことで、バス利用の機会を拡大させ、将来のバス利用者の増加や家計の負

担軽減につなげることを目的とさせていただいております。 

 昨年度までは、６５歳以上の高齢者のみに対して運賃の無料化を実施すると説明をして

おりましたが、本年度、１０月１日からの開始に向け、実施手法や条例等の改正など制度上

の見直し検討を進める中で、現行、普通料金の半額の運賃となっております小学生以下に対

しても無料化を実施し、子どもたちの利用促進につなげてまいりたいと考えております。 

また、５月２５日に開催されました議会、行政常任委員会において、６５歳以上の高齢者

及び小学生以下の方の運賃無料化について説明をした際に、身体障害者手帳等の交付を受

けている方についても、運賃無料化の対象とした方が良いのではないかと、複数の議員の皆

さまからのご意見をいただきました。改めて市として検討した結果、身体障害者手帳等の交

付を受けている方についても、無料化の対象としたいと考えております。 

開始日は、１０月１日を予定しております。 

 運賃無料化の対象者につきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、小学生以

下の方、尾鷲市に住所を有する６５歳以上の方であって、申請に基づき発行させていただく

５の「無料パス」を降車時に提示いただいた方、身体障害者手帳などの手帳を提示した方と

なります。 

 ４の路線につきましては、指定管理により運行しております「尾鷲地区」と「須賀利地区」

の２路線と、業務委託により運行しております「九鬼・早田線」「北輪内線」「南輪内線」の

３路線、計５路線となります。 

 ５は、無料パスの案となっております。 

 今回の運賃無料化にあたり、特に６５歳以上の高齢者の方となりますが、４月以降、マイ

ナンバーカードなどを活用したデジタル方式と、紙などによる無料パス発行によるアナロ

グ方式の検討し、実施にあたり三重交通様とも協議を重ねさせていただきました。 

マイナンバーカードの活用では、現在、本市の普及率が約７６％となっておりますので、

普及率拡大への寄与や、新たな証明書の発行が不要になるなどの事務の簡素化にはつなが

るものの、乗務員がマイナンバーに記載された小さな文字による生年月日の確認の負担が

大きいことや、マイナンバーカード利用にあったって、J-LIS、地方公共団体情報システム

機構へのイニシャルコストや１００万円を超えるランニングコストが発生すること、また、

読み取り機械を導入した場合においても不具合発生への懸念などから、デジタル方式での

実施を断念し、アナログ方式による掲載の「６５歳以上フリーパス」を発行させていただき

たいと考えております。 

フリーパスには、通しナンバーを付け、住所・氏名・生年月日・連絡先などの申請情報に

ついては市長公室で管理を行いたいと考えております。 

 ６のフリーパスの申請方法につきましては、尾鷲市では、約７，０００人が６５歳以上と

なっておりますので、全ての方に「無料パス」を発行するとなると相当の作業量と負担経費

の増加につながりますので、現在ご利用されている方、また、今後ご利用されようとする方
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の申請に基づき、６５歳になる方に対し自動的に「無料パス」を発行するとなると、相当の

作業量と負担経費の増加につながりますので、現在ご利用されている方、また、今後ご利用

されようとする方の申請に基づき「無料パス」を発行させていただきたいと考えております。 

 また、本人の顔写真付きの証明書の発行、これは議会でも本人が不正利用防止のため本人

の顔写真付き証明書を発行したらどうかというご意見もいただいたものの、定期的な更新

が必要となること、また、申請される方が高齢者の方であることを鑑みると、高齢者の方の

負担増加となりますので、無料パスにつきましては、他自治体の状況も参考にしながら、顔

写真はなしとさせていただきたいと考えております。 

 「無料パス」発行申請にあたりましては、ここ本庁舎や各コミュニティセンターはもちろ

んのこと、三重交通様にもご協力いただき、コミュニティバス車内においても申請書の交付

や鍵付きボックスでの回収をさせていただくなど、申請者の皆さまへの負担軽減を図らせ

ていただきたいと考えております。 

 なお、新たに無料となる小学生以下の方につきましては、乗務員確認により従前から普通

料金の半額となっておりました。現状１名程度のご利用しかないと伺っておりますが、今後、

新たな証明書の発行は予定しておりません。 

 また、身体障害者手帳等の交付を受けている方については、従前どおりに利用料金を支払

う際に手帳等を提示いただくことを無料の条件とさせていただきます。 

 次のページをご覧ください。 

 ７乗降者数の把握方法となります。 

現在は、各路線のバス停毎の乗降者数を乗務員がカウントしておりましたが、６５歳以上

などの無料化の実施により、乗務員による乗降者数カウントは負担増加となることから、バ

ス停毎の乗降者数のカウントは行わず、新たに三重交通様が作成し車内で発行していただ

きます、色分けした路線毎・料金別の切符を、利用者が料金箱に投函していただくことで、

路線毎・料金毎の利用者人数の把握を行いたいと考えております。 

加えて、不定期の乗降調査を実施することで、実態把握を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 ８は、改正前と改正後の料金体系を表にさせていただいたものであります。 

 大人、中学生以上となりますが、６５歳以上は無料化、６５歳未満は従前どおりの料金、

子供、小学生の児童と小学校入学前の幼児については、基本普通料金の半額となっておりま

したが、今回の６５歳以上の無料化に合わせて、冒頭説明させていただいたとおり、無料と

させていただきたいと考えております。 

また、身体者障害者手帳所有者、知的障害者療育手帳所有者、精神障害者、保険福祉手帳

所有者についても、現状の普通料金の半額から無料に、その介護の方は、従前どおり半額と

させていただきたいと考えております。 

被救護者割引証所有者の方については、現状の普通料金の半額から無料に、その付添人は、

従前どおり半額となっております。 
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  運転免許自主返納者につきましては、その同伴者も普通料金の半額となっており、２人

でご乗車いただく場合は、１人分の料金となっております。また、６５歳以上がほとんど

ということを考えておりますので、そのままの料金体系を継続させていただきたいと考

えております。 

  なお、現在、規則でこれらのことが規定されております。表の左欄の料金体系の内容に

つきましては、本来、条例で規定すべき内容であると考えますので、６５歳以上等の無料

化実施にあたり、現在、条例改正の方向で進めさせていただきます。 

  今後、１０月１日開始に向けて本協議会でもご承認いただきましたら、６月定例会にお

いて、条例改正（案）と本無料化にあわせた関連予算を上程させていただいて、お認めい

ただけましたら、速やかに、三重交通様と契約変更等の協議や無料パス発行準備を進めて

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。説明は以上です。 

 

（豊福座長） 

ただいま、事務局の方から説明がありましたが、これに関して、何かご質問やご意見等が

ございますでしょうか。 

 

（質疑） 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 事前にお配りいただきました次第にこの運賃無料化の事項が載っていなかったので気づ

かなかったんですけれども、尾鷲市のコミュニティバスは緑色のナンバーと白ナンバーで

運行している形態、２つの種類があろうかと思うんですけれど、それぞれ令和２年だったと

思うんですけれど、それまではこの会議で緑ナンバーの運賃をいくらにするということは

協議できたんですけれど、法改正がございまして、この協議の場は交通事業者さんが複数入

っているので、この場で運賃を決めてしまうと独禁法に抵触する恐れがあるということを

公正取引委員会の方から国土交通省の方に指摘がありまして、それで改正があって、緑ナン

バーの運賃については、この協議会の運賃分科会になるようなものを作って、そこで協議し

ないといけないということになっております。そのため、おそらくこちら路線として業務委

託により運行という所が三重交通さんなり、交通事業者に委託して運行しているのかなと

いうところでありますので、こちらについては別途パブリックコメントしていただいた上

で、運賃の協議の構成員というのが、交通事業者さん、国、自治体、それから住民代表、こ

ちらの４者が最低入るように決まってますんで、ちょっと事務局の方で、運賃の協議会を設

置頂いて協議するんですけれども、ちなみに規約に運賃の協議会があるかとか確認させて

もらって、過去に運賃を協議していれば大丈夫かなと思うんですけれども。 
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（豊福座長） 

 あくまで、一部の対象の人を無料にするっていうことですけど、そこは財政的に補填する

って話ですけれど、この話と運賃の独禁法に引っかかるっていう話と同じことなのかなと、

ちょっと思ったんですけれど、そこまでの話は必要なんですか。普通の６５歳未満の方は今

までの料金体系で変わらないわけですよね。それを一部の人を無料化するのに、そこまでし

なければいけないんでしょうか。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 運賃の変更というのは、運賃額に関わらず適用する割引等も含めて運賃の種類に含まれ

ますので、それを変更する場合は協議が必要と。 

 

（濵田事務局長） 

 そのことについて、事前の問い合わせの中で運賃協議会を開催しなくても大丈夫だと私

は聞いてたんですけれども。そうではないということになるとですね。 

 

（豊福座長） 

 そこは確認いただくということで。 

 これ改めてパブコメっとかって話になってくるとだいぶスケジュール的に色々と影響が

あるんじゃないかと思うんですが。そこは手続きが本当に必要ならあれですが、そこはご確

認いただくということでよろしいですか。最終的に決める手続きの話ですね。 

 他にご質問等ございますでしょうか。 

 基本的な方向、方針、方法とかについて、このような形でよろしいでしょうか。 

 

（三交南紀交通労働組合：小井委員） 

 資料の５番の対象者の中で、（１）の小学生以下の者、（３）の各種の手帳をお持ちの方と

いうのが対象となっているんですけれど、１番、３番に該当する方は尾鷲市内に住まわれて

いる方でなくても対象になるということでよろしいですか。 

 

（濵田事務局長） 

 従前からもそうなっていて、住所要件がついてないのかなというふうに思いましたので、

そこは住所要件はつけませんでした。 

 ですので、どこの地域の方であっても、従前もそうですよね、身体障害者の方も、たぶん

そこに住所要件をつけるとなると、現状発行されている手帳に新たに尾鷲市用の、別の証明

書を発行する必要性が出てしまうので、そこは必要ないのかなと。ですので、どこの地域の

方もご利用いただける。ただ、６５歳以上の方については、今回、対象が７，０００人とい

う状況もありますので、そこはきちんと住所要件をつけさせていただいていただこうかな
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と。特に今回ご利用いただいている利用者のほぼ９０％が６５歳以上の方って伺ってます

ので、そこだけ住所要件をつけさせていただきました。 

 

（三交南紀交通労働組合：小井委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 すみません、１つ確認なんですが、資料５の２ページの方で、８番料金体系、これの右側

なんですけれど、身体障害者等手帳をお持ちの方で、介護ありなしは、あるかと思うんです

けれど、介護ありの方は、現在も半額なんですけれども、この方は変わらないということで

よろしかったですか。 

 

（濵田事務局長） 

 はい。あくまでもご本人様という話を中で決定させていただきましたので、半額は変わら

ず。実際の所、介護人とか付添人がおられる方っていうのはあるんですか。 

 

（三重交通株式会社：堀口委員） 

 みえます。はい。 

では、本人さんだけっていうことですね。 

 

（濵田事務局長） 

 そうですね。本人さんだけとさせていただきたいと思います。 

 

（豊福座長） 

 他は特によろしかったですか。 

 これはお諮りするというものではありませんが、この方向で進めていただくということ

でいいのではないかと思います。 

 それでは、この議題は以上にさせていただきたいと思います。 

 

 

８ その他 

（豊福座長） 

それでは、会議次第の８、「その他」ですが、事務局から報告があると伺っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

（事務局：鳥飼） 
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 今年１月にご決議いただきました第１次の事業評価でございますが、中部運輸局様にて

有識者を含む委員の方々に２次評価を行っていただき、その２次評価結果が届きましたの

で、ご報告いたします。 

資料６、「地域公共交通確保維持改善事業の二次評価について」をご覧ください。 

ふれあいバスについて、継続したアンケート調査により利用状況の把握や利便性の向上

に努めていること、幹線系統に接続するフィーダー系統の増便やダイヤ改正により、利用者

増加につながったことに対し評価をいただいております。 

また、大幅な運行ルート・ダイヤの見直しを行いました一部路線につきましては、継続し

てアンケート調査を実施することにより、利用促進が図られること、現行の地域公共交通計

画の計画期間が残り１年となることから、利用状況や次期計画策定に向けた課題把握等を

意識し、目標達成に向けた取り組みが進められることを期待するとのことでございました

ので、ご報告させていただきます。 

 なお、参考に昨年の本協議会の１次評価資料を付けております。こちらは 令和８年１月

２２日の第３回尾鷲市地域公共交通活性化協議会にて承認されたものでございます。 

報告は、以上となります。 

 

（豊福座長） 

 ただ今の事務局からの説明に対しまして、何かご質問等がございますでしょうか。 

 

（質疑） 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 今、ご説明いただきました２次評価の期待する取り組みの２つ目ですね、こちら尾鷲市の

公共交通計画も残り１年ということで、課題等の確認しながら着実な計画が策定されるこ

とを期待してるっていうことなんですけれども、今日の会議では計画案というものは出て

きておりませんけれども、あまり時間がないということで、今後どういったスケジュールで

計画策定に向けて進められるか確認させていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（事務局：柳瀬） 

 今の予定ですが、６月初めにプロポーザルの公告を出しまして、７月２日にプロポーザル

の実施を予定しております。計画策定期間につきましては、３月中旬位を目途に考えており

ます。以上でございます。 

 

 

（三重運輸支局：森委員） 
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 承知しました。 

 次回の交通会議で計画案が出てくるということでよろしいですか。 

 

（事務局：柳瀬） 

 事業の進捗具合にもよるかとは思うのですが、次回お示しできるかどうか今のところお

約束はできませんが、なるべく早期にお見せできるように努力してまいります。以上でござ

います。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 次回の予定はいつくらいか、もし決まっていれば確認させていただいてよろしいですか。 

 

（事務局：柳瀬） 

 申し訳ないです。まだ未定でございます。 

 

（三重運輸支局：森委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（豊福座長） 

 はい、他いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

その他、皆さま方から何かございませんか。 

では、特にないようですので、以上をもちまして、本日の「令和８年度第１回尾鷲市地域

公共交通活性化協議会」を閉会させていただきます。お疲れ様でした。   

                                    以上 


